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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１８年９月１１日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　０時２０分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗  副委員長 安藤　薫  委　　員 柴田繁勝

委　　員 本保加津枝  委　　員 村上英明  委　　員 上村高義

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼福祉総務課長　佐藤芳雄

同部参事兼高齢者障害者福祉課長　登阪　弘

同課参事　小矢田博子　　　こども育成課長　稲村幸子

国保年金課長　野村眞二 介護保険課長　山田雅也

同課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第５６号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第５７号　平成１８年度摂津市介護保険特別会計補正予算

議案第６２号　摂津市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例制定の

件

議案第６３号　摂津市立ふれあいの里条例等の一部を改正する条例制定の件

議案第６５号　平成１８年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

議案第６６号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○嶋野委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会い

たします。

　理事者からあいさつを受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、お忙しい中、民生常任委員会

を開催していただきまして、大変ありが

とうございます。

　当委員会では、過日の本会議で付託さ

れました議案についてご審査をいただく

わけでございますけれども、どうぞ慎重

審査の上、ご可決賜りますよう、よろし

くお願いいたします。

　なお、私は退席をいたしますけれども、

どうぞよろしくお願い申し上げ、あいさ

つといたします。

○嶋野委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は本保委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおりに行うこと

に異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第５６号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第５６号、平成１８年

度摂津市一般会計補正予算第２号のうち、

保健福祉部に係る部分につきまして、目

を追って補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、９ページ

の款１４、国庫支出金、項１、国庫負担

金、目１、民生費国庫負担金は、児童扶

養手当の支給対象者の増加に伴う国庫負

担金の増額でございます。

　少し節の説明にも入りますが、よろし

くお願いいたします。

　項２、国庫補助金、目１、民生費国庫

補助金、節１、社会福祉費補助金のうち、

障害児居宅生活支援補助金、障害児タイ

ムケア事業補助金、並びに節２、身体障

害者福祉費補助金の身体障害者居宅生活

支援補助金など三つの補助金の減額は、

節１、社会福祉費補助金として、新たに

地域生活支援事業費等補助金が設けられ、

この補助金に包含されることに伴う減額

でございます。

　１０ページの節３、知的障害者福祉費

補助金は、府営摂津正雀住宅におきまし

てグループホーム・ケアホームを新たに

開設することによるものでございます。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目２、民生費府補助金、節１、社会福祉

費補助金のうち、精神障害者居宅生活支

援補助金は、府営摂津鳥飼西住宅におき

ましてグループホーム・ケアホームを新

たに開設することによるものでございま

す。また、節１の、障害者社会参加促進

事業補助金、障害児居宅生活支援補助金、

障害児タイムケア事業補助金、並びに節

２、身体障害者福祉費補助金の減額は、

国庫補助金の、節１、社会福祉費補助金

に計上いたしております地域生活支援事

業費等補助金に包含されることに伴う減

額でございます。

　１１ページの節４、知的障害者居宅生

活支援補助金は、グループホーム・ケア

ホームの新規開設によるものでございま

す。

　款１５、府支出金、項３、委託金、目
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２、民生費委託金は、国庫補助金の節１、

社会福祉費補助金に計上しております地

域生活支援事業費等補助金に包含される

ことになったため、減額するものでござ

います。

　１２ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金１，０２８万６，０００円は、

介護保険特別会計の平成１７年度決算に

伴う精算金を繰り入れるものでございま

す。

　次に、歳出でございますが、１４ペー

ジ、款３、民生費、項１、社会福祉費、

目１、社会福祉総務費、節１９、負担金、

補助及び交付金のうち、精神障害者地域

生活援助事業補助金は、グループホーム・

ケアホームの開設に伴う備品購入費等に

対する補助金でございます。また利用者

負担額助成金は、障害者自立支援法に基

づく地域生活支援事業が１０月から実施

されることに伴い、利用者負担の軽減措

置を図るべく、地域生活支援事業におい

て月額上限負担額を設定するとともに、

国制度の介護給付・訓練等給付及び補装

具と合わせた総合負担上限制度を創設し、

利用者負担額の助成を行うことによるも

のでございます。

　節２０、扶助費は、府営摂津鳥飼西住

宅に開設を予定しております精神障害の

ある方のグループホーム・ケアホームに

係るものでございます。

　節２８、繰出金は、介護保険制度改正

の周知に係る事務費の増額に伴う介護保

険特別会計繰出金の増額でございます。

　１５ページ、目５、身体障害者福祉費

は、歳入の補正に伴います財源内訳の変

更でございます。

　目６、知的障害者福祉費は、府営摂津

正雀住宅に開設を予定しております知的

障害のある方のグループホーム・ケアホー

ムに係るものでございます。

　目７、老人医療助成費、並びに目８、

身体障害者医療助成費は、昨年度の精算

による府費返還金でございます。

　１６ページ、項２、児童福祉費、目２、

児童措置費は、児童扶養手当の支給対象

者の増加による支給額の増加に伴い増額

をするものでございます。

　目５、乳幼児医療助成費、並びに目６、

ひとり親家庭医療助成費は、昨年度の精

算による府費返還金でございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○嶋野委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　村上委員。

○村上委員　おはようございます。

　今回の補正は、平成１７年度の決算等々

によっての補正ということも、先ほどご

説明がありました。

　その中で、１４ページのところなんで

すけれども、若干説明がございました歳

出の面で、款３、民生費、項１、社会福

祉費、目１、社会福祉総務費、節１９、

負担金、補助及び交付金ということで、

説明の中に、利用者負担額助成金１５０

万円というのは、障害者の自立支援法に

伴う摂津市としての助成ですということ

をお聞きしましたけれども、この内容に

ついて詳しくご説明をお願いしたいと思

います。

　それと、２点目なんですけれども、１

５ページ、目６、知的障害者福祉費、節

１９、負担金、補助及び交付金というこ

とで、知的障害者のグループホーム整備

補助金ということで、これ府営の分とお

聞きしたんですけれども、整備について、

内容についてわかる項目があれば教えて

いただきたい。

　この２点をお願いしたいと思います。
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○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　初めに、１４ペー

ジの、利用者負担額助成金の制度内容に

ついてでございますが、ご存じのように、

４月から障害者自立支援法が施行されて

おりまして、また、二段階施行という形

で、１０月から新たな施行分がございま

す。

　障害者自立支援法につきましては、大

きく国制度と１０月から始まります地域

生活支援事業の市町村制度がございまし

て、現在、国が考えております利用者負

担につきましては、国制度の介護給付・

訓練等給付で一つのサービス群、それか

ら、補装具で一つのサービス群、自立支

援医療で一つのサービス群という形で、

それぞれのサービス群ごとに負担がふえ

ないように、月額の利用者負担上限額が

設定されております。また、１０月から

始まります地域生活支援事業につきまし

ては、市町村で利用者負担を決定すると

いうことになっております。

　そして、とりあえず、国制度につきま

しては、原則１割負担となっておりまし

て、今、１０月以降、市が考えておりま

すのは、まず、地域生活支援事業につき

ましては、大きくサービス群を二つに分

けまして、日常生活用具と日常生活用具

以外のガイドヘルプ等のサービスの二つ

に分けまして、それぞれに利用者負担の

上限額を設定しようということで、移動

支援につきましては、市民税非課税世帯

につきましては２，０００円、課税世帯

につきましては４，０００円、日常生活

用具につきましては、非課税世帯１万２，

０００円、課税世帯２万４，０００円と

するということ。

　それから、国の制度では、介護給付・

訓練等給付につきましても、例えば、低

所得１の方につきましては、月額上限負

担額が１万５，０００円となっておりま

す。補装具につきましても１万５，００

０円という形になっております。

　そうしますと、もしある方が、介護給

付・訓練等給付のサービスをたくさん受

けられ、また、補装具のサービスをたく

さん受けられた場合には、計合わせて３

万円の負担になります。そして、また、

先ほど申し上げました地域生活支援事業

につきましても、サービスを受けられま

すと、２，０００円、１万２，０００円

という負担がかかってまいりますので、

合わせますと４万４，０００円の負担が

かかってくるということになります。こ

れでは余りにも負担が大きくなるという

ことで、摂津市の場合につきましては、

これらのサービスを一つのサービス群と

とらまえて、あらゆるサービスを利用し

た場合につきましても、国制度の月額上

限負担額であります１万５，０００円に

とどめようという、残り２万９，０００

円の市の補助を行っていこうというふう

に考えております。ただ、現実的には、

こういった形でたくさんのサービスを受

けておられる方はいらっしゃいませんの

で、こういった市独自の軽減措置を設け

ましても、今回計上させていただいてお

りますように、年間で３００万円程度、

今回は年度後半の半年分になりますので、

１５０万円の予算計上をさせていただい

ております。

　それから、２点目の、知的障害者のグ

ループホーム補助金でございますが、こ

れにつきましては、提案説明にもござい

ましたように、府営の摂津正雀住宅の方

で、１０月以降に知的障害者の方のグルー

プホームを開設していきたいということ

で、その開設時に、補修なり備品等の初

度調弁品をそろえるに当たりまして、一

応、制度的には二つございまして、いわ
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ゆる民間等の住宅を借りられてされる場

合につきましては１００万円の補助をい

たしますが、府営住宅ということで、公

営住宅ということでございますので、一

応８０万円という形の補助制度をつくら

せていただいております。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　ありがとうございます。

　最初の、１４ページの、利用者負担額

助成金の件なんですけれども、国の制度

といいますか、それから比べると３分の

２とか半分ぐらいの負担という形で市民

の方が利用できるのかなと、そういう認

識を受けとるんですけれども。

　確かに、市民の方にとってはよりよい

ものかなということで、そんなに利用さ

れている方が多くないということで、市

の財政を圧迫してないというか、大きな

支出はないというようなことでございま

した。

　これ、おおむね、障害者自立支援法も

３年ごとに見直しということですので、

この助成の方も３年後には見直しという

のが出てくるのかなというふうに思うん

ですけれども、その中で、今回、要望な

んですけれども、こういう形で市民の方

に、市独自としての補助というものを残

していただければなと、そういうふうに

思います。

　１点なんですけれども、北摂というか、

大阪府下で、こういう形で、また別に障

害者自立支援法が１０月に施行されると

いうことに伴っての新たな助成というの

は、他市でもあるのがわかれば、ちょっ

と参考で教えていただければなというふ

うに思います。

　次に、１５ページの、知的障害者の件

なんですけれども、１０月から整備をさ

れるということで、これは要望として、

よりよいというか、活用しやすいような

形での整備内容にしていただければなと

思いますので、先ほどの１点だけ、ちょっ

と質問させていただきたいというふうに

思います。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　１０月からの障

害者自立支援法の、特に地域生活支援事

業施行に伴います利用者負担金の、大阪

府下の各市の状況等についてということ

でご質問いただきました。

　ちょっと大阪府下全体については十分

把握できていない部分がございまして、

北摂７市につきましては、従前から情報

交換等を行っておりますので、情報につ

きましては把握いたしております。

　先ほど申し上げましたように、地域生

活支援事業の移動支援等につきましては、

２，０００円あるいは４，０００円を上

限とする、それから、日常生活用具につ

きましては１万２，０００円あるいは２

万４，０００円を上限にするというのは、

一応これ大阪府の市長会案でございまし

て、北摂各市におきましては、日常生活

以外の、いろいろ各市で行われておりま

す地域生活支援事業に該当するサービス

を、すべて移動支援の中に含めますとい

いますか、ほうり込むといいますか、合

わせて２，０００円、４，０００円の上

限負担を行うという形で、吹田市と摂津

市以外の５市につきましては、そういっ

た形で軽減措置を設けておりまして、摂

津市のように、一応国制度とリンクはさ

せないと。ですから、先ほど申し上げま

したような、合わせて４万４，０００円

の負担を求めていくという形をとってお

ります。

　それから、吹田市につきましては、も

う既にことしの５月の段階で、国の制度

であります低所得１の１万５，０００円、

低所得２が２万４，６００円、それから、
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一般の世帯が３万７，２００円という上

限負担月額がございますが、これを、１

８年度につきましては４分の１、１９年

度につきましては２分の１、２０年度に

つきましては４分の３にするという、既

に独自の軽減措置をとっておられますし、

また、今回１０月からにつきましても、

お聞きしている範囲では、日常生活用具

も含めまして、非課税世帯２，０００円、

課税世帯４，０００円という総合管理を

行うと。ただし、１０月から、日常生活

用具の方に補装具から移行しますストマ

関係については、別途１割負担で１万２，

０００円、２万４，０００円という上限

負担を設けるというふうにお聞きしてお

ります。

○嶋野委員長　先ほどの件で、府内の状

況を把握した際には資料の提示を求める

ということでよろしいですか。

○登阪保健福祉部参事　はい。

○嶋野委員長　そうしたら、それ、よろ

しくお願いいたします。

　ほかに質問ございませんでしょうか。

　上村委員。

○上村委員　私の方から１点だけ質問さ

せていただきます。

　障害者自立支援法にかかわる摂津市の

今回の補助ということは、私も、これは

市長の公約というか、政策の目玉に上げ

てます障害者の支援ということで、十分

納得できることじゃないかなということ

を思ってますので、この件については了

解といたします。

　それ以外で、１６ページの、児童扶養

手当、今回補正ということで、１，１６

０万８，０００円ということで計上され

ておりますけれども、この中身について、

実際何人の人が対象かなということと、

今回のこの補正の上げ方として、これは

いつからいつの対象者かなというのを教

えてください。

　まず、最初にそれだけお聞かせくださ

い。

○嶋野委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　今回の補正の内

容なんですけれども、受給者数の増加に

よるものでございますが、その対象者数

といたしましては、例年でしたら、定時

支払いの４月支払い、それから、８月支

払いにおいて、８月支払いの時期の方が

少なくなっていくんですけれども、今回、

定時支払い時点で見ますと、４月の支払

い者が７４５名、そして、８月の支払い

者が７５９名というふうになっておりま

して、増加しております。例年でしたら、

３月に１８歳を迎えられる方が支給対象

からなくなっていかれますので、その分

減っていくんですけれども、それを上回っ

た形で新規に申し込みをされる方がふえ

まして、そういうことで、８月に定時支

払いの対象となる方がふえてきたわけで

す。必ず８月よりも１２月の支払いの方

がふえていきますので、今までのその増

加率を見まして、このままいきますと当

初の予算よりもオーバーするのではない

かということで、１２月支払いの見込み

としまして、増額ということで今回の補

正をお願いしております。

　もう実際に、昨年の３月までを対象と

した方につきましては４月にお支払いを

しておりますし、それから、４月から７

月分の方につきましては８月に定時の支

払いをしております。８月から１１月ま

での方に対して１２月に支払いを行うわ

けなんですけれども、その間、また、随

時支払いで支払いを行っているわけなん

ですが、１２月の支払い分と、それから、

随時支払いも全部含めまして、当初の予

算より不足する分について、今回補正と

いうことで上げさせていただいておりま
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す。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　わかりました。

　この児童扶養手当、今までもそうだっ

たんですか。この四半期というか、３か

月おきのこの支払いで過不足が生じたら

こういう補正を組むということでずっと

やってきたということですよね。

　児童扶養手当がふえることがいいのか、

悪いのか、非常に判断に苦しむんですけ

れども、とりあえずふえてきたというこ

とでは、これは母子、ひとり親がふえて

きているということでありますし、こう

いう手当制度は、これは非常にいいこと

であって、私もひとり親家庭知ってます

けれども、生活的に非常に厳しくて、仕

事があっても、パートぐらいしかないと

いうことで、パートだと月収１２、３万

円ぐらいがやっとかなということで、非

常に厳しい生活をされておるということ

で、小さいときはいいんですけれども、

これが高校、１８歳になるまでなんで、

中学校、高校、一番お金要るときに、非

常にしんどいなというのを目の当たりに

してます。

　そういった意味で、手当自身としては、

これはいたしかたないというか、これは

ちゃんとしていかなければならないとい

うことなんですけれども、これは、こど

も育成課の課長にかかわることではない

んですけれども、摂津市は、市長が、障

害者ということと女性ということを、今

回、政策の柱に置いてますし、当然、こ

このひとり親というか、児童扶養手当の

支給の対象者が女性というのが大多数を

占めるのではないかなと思ってますし、

そういった意味では、やっぱり手当以外

にも、就労ということでも支援が必要で

はないかなということが非常にあるんで

すけれども。なかなか実際、社会では、

就労ということでは非常に難しい面があっ

て、パートを余儀なくされておるという

のが現状ではないかなと思います。

　そういった意味で、やっぱり市として、

行政として、そういった意味の就労支援

というか、ひとり親の就労支援というこ

とも非常に大きな仕事の一つになってく

るんではないかなと思ってますし、その

ことが、やはり手当以上の安心感を親に

与えるんではないかと思ってます。

　そういったことについて、どういう考

えを持っておられるのか、その点だけちょっ

とお聞かせをお願いしておきます。

○嶋野委員長　暫時休憩します。

（午前１０時２６分　休憩）

（午前１０時２７分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　稲村課長。

○稲村こども育成課長　母子家庭の方の

就労支援というお話でしたけれども、現

在、ひとり親家庭の自立促進計画を策定

中でございまして、その中におきまして、

委員の中に摂津市商工会の方ですとか、

それから、茨木市の職業安定所の方です

とか、そういう就労の関係のところにも

入っていただきまして、やはり児童扶養

手当だけということではなくて、ご本人

にしても、ご自分で生活できる仕事につ

けて、その仕事を通して自分たちで生活

していくということを望んでおられるこ

とには間違いがございませんので、でき

るだけそういうことが少しでも支援でき

るような方向で計画を立てていきたいと

いうふうには思っております。

　その中で、母子家庭自立支援給付金事

業というのが国の制度でございまして、

母子家庭常用雇用転換奨励金という制度

と、それから、母子家庭自立支援教育訓

練給付金という制度と母子家庭高等技能

訓練促進費という制度がございますけれ
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ども、まだ１７年度では１件ずつぐらい

の事業ではございますが、これまた児童

扶養手当の現況届を出していただくとき

ですとか、いろいろな機会をとらえて、

こういう制度がありますよとか、こうい

う講座を受けられてはどうですかとか、

そういうようなこともお伝えしながら、

いろいろな技能を身につけていただいた

上で就職のお手伝いができるとか、ある

いは企業の方でパートから常用雇用にか

わったときに奨励金が出るとか、そうい

うようなことについてもいろいろとご紹

介しながら進めていけたらというふうに

は思っております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　ありがとうございます。

　以前、母子家庭の就労支援ということ

で、女性センターでの研修をされていて、

予算がなかったのかどうか知りませんけ

れども、この委員会の所管とは違うんで

すけれども、一人だけ受けてる。結構大

きな予算を使って、その人の、パソコン

か何かの就労支援をされたということが、

ほかの委員会でも聞いたことあるんです

けれども。

　今、女性の就労支援ということで、商

工会等とも連携しながら取り組んでいく

ということであり、やはりひとり親になっ

て、実際生活、子どもが２人とか３人お

る中で、高校、大学を卒業させるとなる

と非常に多額の金も要るし、将来を考え

ると非常に不安になってくるというのが。

今、パートとか勤められておりますけれ

ども、実際、同じパートの中身でも、若

い女性のパートと、こういう子どもさん

を持ったパートの女性では生活観が全然

違ってくると思うんです、将来性を見た

場合に。やっぱりそういったことも勘案

しながら奨励していくというようなこと

を、メリハリをつけた取り組みをしてい

かないと大変だなというのを私自身も思っ

てますので、そういった声を行政の方か

らも大きくしていただいて、市長の、やっ

ぱり障害者と女性ということでは、女性

の、ここの市役所に採用するということ

で、幹部職員を登用するということも必

要ですけれども、それ以外にも、やっぱ

りそういった女性のひとり親が働く生活

環境、仕事環境も支援していくというこ

とも、非常に大きな励みになるんではな

いかなと思ってますし、非常に難しいこ

とでありますけれども、これはこの行政

だけで取り組める問題でもないでしょう

し、やはりそういう企業とか摂津市内の

あらゆる人の協力を得ながらしていくと

いうことが必要になってくる。やはり、

しかしここから発信していかないと物事

前に進んでいきませんので、ぜひそのこ

とも大きな声で、ぜひ支援していただき

たいなということを要望して、私の質問

を終わります。

○嶋野委員長　ほかに質問ございません

でしょうか。

　安藤委員。

○安藤委員　９ページから１１ページ、

ご説明ございましたけれども、障害者自

立支援法にかかわっての補助金のことで

す。

　先ほどもご説明がありましたけれども、

地域生活支援事業への移行に伴って、国

と府で合わせますと約３，４００万円ほ

ど補助金がカットされて、かわりに地域

生活支援事業への補助金として１，７８

６万３，０００円ということになった。

差し引き１，７００万円ほど補助金が減っ

てきている計算になるわけですが、この

地域生活支援事業への移行にかかわって、

今ここにもありますように、障害児・者

居宅支援であるとか、身体障害者の居宅

支援とかタイムケアであるとか、それぞ
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れの事業について、補助金が非常に小さ

くなっていますけれども、その事業自体

はどのように移行されていくのか、継続

されていくのか、地域生活支援事業とし

て、そのサービスの中身についてはその

まま継続をしていくというふうなことな

のかどうか、ちょっとその点をお聞かせ

いただけたらなと思います。

　それから、新たにこの１０月から、地

域生活支援事業ということで、国からの

少ない補助金、そして、サービスの内容

であるとか、サービスの利用料であると

か、そういうものは、各地方自治体の判

断にゆだねられるということで、これま

でもご説明いただいてきたわけですが、

今まで行われてきた地域生活支援事業に

移行するサービス以外に、新たな地域生

活支援というようなサービスが設けられ

ているのかどうか、ちょっとその点をお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、もう一つは、１４ページの、

先ほども質問がありましたが、利用者負

担額助成金１５０万円についてです。ご

説明いただきましたが、障害者自立支援

法ができて、応益負担となって、今まで

の応能負担から、原則１割負担となる。

障害者の方が自立のために、社会参加を

するためにこれまで受けてきたサービス

を利用する負担が非常にふえてきたとい

うことで、非常に全国の自治体でも独自

の軽減策をつくりながら、国の方にもい

ろいろな要望されているというふうに思

うわけですが、今回、総合上限制度とい

うものを設けられた。それが１５０万円

の予算ですよということのご説明です。

　もちろん、この総合上限制度を設ける

ことで、重複利用者の方の負担が軽減さ

れるということで、これはこれで非常に

いいことだと私も評価できるものだと思っ

ています。この１５０万円の根拠、これ

はどういったところから出てくる数字な

のかなという点をちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。

　今まで、３月末まで応能負担で利用さ

れていた方が、４月から応益負担となっ

て、いろいろな負担が既に始まっており

ます。上限額が、この９月末までは、そ

れぞれの上限額が設定されて、費用が発

生しているわけだと思いますけれども、

その上限額に達している方、達していな

い方、そういった実態の数字から出てき

たものなのかどうかということも含めて、

ちょっと教えていただけたらと思います。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　まず、１０月か

ら施行されます地域生活支援事業のサー

ビスの内容についてでございますが、委

員ご指摘のとおり、この９月まで、介護

給付等のサービスで実施できていたサー

ビスにつきましても、一部１０月以降の

新たな国の制度に移行できなくて、地域

生活支援事業の中で対応していかなけれ

ばならない事業。具体的に言いますと、

例えば、ふれあいの里の身体障害者福祉

センターで行っております身体障害者の

デイサービスや、あるいはとりかい白鷺

園さんの方でお願いしております身体障

害者デイサービス、それから、今まで介

護給付で対応できておりましたガイドヘ

ルプサービスが地域生活支援事業になる

など、幾らか、幾つかの面で大きな影響

が出てくるわけでございますが、やはり

現実の問題としまして、実際にそこでサー

ビスを利用されて、生活設計を立ててお

られる方がいらっしゃるわけでございま

すので、市といたしましは、引き続き現

行のサービスを維持してまいりたいとい

うふうに考えております。

　それから、サービスの利用料につきま

しては、これまで、例えば、相談支援関
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係とか、手話が必要な方が実際出かけら

れるときに、手話ができる方についていっ

ていただいて、いろいろと支援をしてい

ただく手話奉仕員の派遣事業、これにつ

きましては、これまでも無料で行ってま

いりましたので、引き続き無料で対応し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　その他のサービスにつきましては、何

らかの形で今までも利用者負担をいただ

いておりましたので、ここの部分につき

ましては、原則１割負担を導入させてい

ただきまして、先ほど申し上げましたよ

うな総合上限管理のもとで、利用者負担

が大きくなるのを防いでいきたいという

ふうに考えております。

　それから、新たなサービスにつきまし

ては、例えば、デイサービスセンターの

新たな移行の形態としての、例えば地域

活動支援センターや、それから、府営住

宅等の公営住宅におきまして、これまで

身体障害者の方につきましては、ひとり

暮らしといいますか、独居での入居は認

められておりましたが、これが、知的障

害の方や精神障害の方につきましても、

一定の支援が前提のもとで入居が可能と

なって、そういった方に対する居住支援

等の事業等幾つかの事業もございます。

１０月からにつきましては、こういった

新しい事業については、ちょっとまだ取

り組めないというふうに考えております

けれども、今後、こういった事業につき

ましても、また取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

　それから、１０月から設けます総合上

限制度で１５０万円の予算を計上させて

いただきますその根拠でございますが、

一応、介護給付・訓練等給付や移動支援

等につきましては、本年度の４月分の実

績、それから、補装具や日常生活用具に

つきましては、平成１７年度、１年間の、

これは毎月、毎月使われている制度とい

うよりは、年に１回とか２回とか利用さ

れる方が多いわけですので、１７年度の

実績を踏まえまして、大体、私どもの計

算では、約５０人程度の方が、この軽減

措置によって適用を受けていただけると。

その額が、大体、年間として３００万円

程度ではないかという計算のもとで、今

回、その半年分として１５０万円を計上

させていただいた次第でございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　１点目の、地域生活支援事

業への移行であるとか、この新たな自立

支援法に基づいて新体系に移行する中で

のサービスの継続についてはご説明いた

だきましたが、さまざま、これからいろ

いろ困難な、財政的にもいろいろな困難

な部分もあるかとは思いますけれども、

現に今行われて、利用されているサービ

スが縮小されることのないように、これ

もぜひ続けていただくようにお願いをし

たいと思います。

　それから、新しいサービスとしてのお

話もちょっとご紹介いただいたんですが、

この点についても、地域生活支援事業で

すから、国の補助金というのが期待でき

ない中で進めていかなければならないサー

ビスとして、しかし、これ、摂津市の障

害者長期行動計画の中でもうたわれてい

るように、障害者福祉の精神の理念を実

現していくという意味では進めていかな

ければならないものだというふうにも思

いますので、ぜひ実現に向けて努力をし

ていただきたいと思います。

　それから、利用者負担の軽減策につい

てです。

　ご説明いただきました助成金１５０万

円の根拠をお示しいただいたわけですが、

応能負担から応益負担にかわったという
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ことで、今回の総合上限制度のもとでは

５０人ほどの方が軽減されるというふう

なお話でした。各自治体、先ほども、他

市の軽減策等の紹介もしていただいたわ

けですが、吹田市さんだけでなくて、全

国いろいろな自治体で独自の軽減策に取

り組まれています。１５０万円、年間に

３００万円という予算が大きいのか小さ

いのか、それぞれ受け取る側によってい

ろいろ判断があるかと思いますけれども、

応能から応益にかわったということ自体、

利用料の負担が大きくなる方が今までよ

り多くなっていると思うんです。その辺

の実態をどのようにつかんでおられるの

かなというふうに思うんですが、３月末

までの応能負担でのサービスを利用され

る、今までの支援費の制度で利用されて

いる方が、今度の新たな制度のもとでの

負担が、上限額までは達していないにし

ても、負担がふえた方というのはどのぐ

らいいらっしゃるのかと。その点は把握

しておられるのかどうか、ちょっとその

点をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、仮の話で恐縮ですけれども、

吹田市さんが行っているような、例えば

上限額、３年ごとの見直しということで、

今後３年間、４年間での時限立法という

ような形での軽減策をとっておられるよ

うですけれども、１８年度が、上限額の

４分の１に上限額を下げると。来年は２

分の１、その次が４分の３というような

ことで、上限額を軽減している制度を、

この摂津市でもしやったとしたら、どの

ぐらいの予算が見込まれるのかというこ

とも、ちょっと一度お聞かせをいただけ

ないでしょうか。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　支援費制度から

自立支援法に基づくサービスの提供に移

行して、利用者負担がふえた方がどのぐ

らいいらっしゃるかというご質問だと思

いますけれども、ちょっと今手元にきちっ

とした数字を持っておりませんけれども、

支援費制度のもとにおきましては、基本

的には、２０歳以上の方につきましては、

ご本人さんの所得に基づいた費用負担に

なりますので、かなりの収入のある方以

外は、利用者負担については、比較的低

額であったというふうに思います。そう

いった意味では、１割負担が導入されて、

かなり多くの方がやはり利用者負担はふ

えているだろうというふうに思っており

ます。

　ちなみに、ちょっと全体の人数がよく

わからないので、そのかわりといたしま

して、一応、介護給付・訓練等給付のサー

ビスの利用者、４月分の実績で見ますと、

大体２８０名ぐらいの方が利用されてお

ります。そのうち、先ほど、吹田市さん

のお話もございましたけれども、負担上

限額いっぱいを利用されている方、ある

いはその４分の３以上を利用される方、

２分の１以上を利用されている方、ある

いは４分の１以上負担されている方、こ

れを大体合わせますと、摂津の場合は１

１０名ぐらいの方がいらっしゃいますと

いうことでございます。

　ですから、もし二つ目の質問でおっしゃっ

てました、吹田市と同等の制度を設けま

すと、１８年度においては１１０名ぐら

いの方が、４月分の実績から言いますと

対象になるんではないかなというふうに

思っております。金額につきましては、

少しちょっとまだ算定をいたしておりま

せんので、申しわけございませんが、お

許しいただきたいと思います。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　ご説明いただいたように、

応能から応益負担にかわるということで、

今まで、本人の収入によって利用料が決
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まってきたと。ですから、限りなく低い

利用料もしくは無料で、障害を持ってい

る方々が社会参加をする、自分らしく生

きていくための社会参加をするためのサー

ビスを受けることができていたと思いま

す。今回、こういった法律ができて、原

則１割応能負担、もちろん、摂津市で少

しでも軽減をしようということでの総合

上限制度を設けられたということは、非

常に評価するものでありますけれども、

上限額に達していないでサービスを受け

ておられる方が、やはり負担がふえてい

る方が多数だということは明らかではな

いかなというふうに思うわけです。

　全国でも、やっぱりいろいろ問題になっ

ているのは、上限額に達しない方で、今

までよりも負担がふえることによって、

例えば、外に出るときに、目の不自由な

方、目に視覚障害をお持ちの方が、ガイ

ドヘルパーさんを利用することによって

社会に参加できる、自分らしくいろいろ

なところの活動に参加できるというよう

なことを、ちょっと足をとめてしまう、

もしくは活動を抑制してしまう圧力になっ

ていきかねない問題だと思います。

　今後、さらに自立支援法が小規模作業

所などの、今後５年間で新体系に移行し

ていくいろいろなサービスを、どんな事

業を行っていくのか選択を迫られている

わけですけれども、その選択をしていく

中で、現に利用されている方がどのよう

な利用負担になって、サービスが受けら

れなくなるのか、ならないのかというこ

とも非常に大きな問題だと思うわけで、

やはりこの法律での一番の問題、そして、

何に自治体として頑張らなければいけな

いのかというと、やっぱり利用している

人たちが、経済的な理由によってサービ

スを抑制しなければならないというよう

な事態を起こさせない、そこに全力を挙

げる必要があるんじゃないかなと思いま

す。もちろん、国の方に対して、いろい

ろな自立支援法の矛盾点、問題点、改善

を、介護給付であるとか訓練給付である

とか、補装具というのは国の方の法律で、

補助金もついている問題ですから、国の

責任だと言ってしまえばそれまでですけ

れども、しかし、そうしたもとでも、各

自治体で軽減策、上限額を半分にしてい

るところも現に出てきています。そういっ

た努力をしていくことがすごく大事だと

思うわけです。

　今、仮に吹田市さんの制度を摂津市に

当てはめた場合に、４月の実績では１１

０名の方が対象になります。金額等また

詳しい資料が出ましたら、ぜひちょっと

参考にいただきたいなと思うんですけれ

ども。

　いずれにしても、この総合上限制度を

つくるのに、半期で１５０万円、年間で

３００万円ですね。私、この金額という

のは、一人一人サービスを受けられる方

にとっては非常に大きなお金かもしりま

せんけれども、摂津市全体の予算からし

て、そして、障害者福祉の理念を実現し

ていくという事業の重要性から見て、決

して高くない数字だと思うんです。これ

は、もっと踏み込んで、１１０名の方々、

さらにはもっと広げていって、軽減策を

とったとしても、その予算というのはそ

んなに大きく膨れ上がるものではないと

いうふうに思うんです。

　その点のお考えを、ぜひちょっとお聞

かせをいただけないかなと思います。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　利用者負担の考

え方については、非常に今難しいかなと

いうふうに思いますけれども、例えば、

吹田市の例が一つ、今議論になっている

わけでございますけれども、もちろん、
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吹田市さんは、摂津市より一歩踏み込ん

だ利用者負担の軽減措置を設けておられ

ると思います。しかし、一方で、１８年

度、４分の３、１９年度、２分の１、２

０年度、４分の１という、こういったい

わゆる経過措置的なやり方については、

私どもとしては若干疑問がございます。

当然、我々といたしましても、今３年ス

パンで障害者福祉についても考えていか

なければならないということで、今回の

軽減措置につきましても、２０年度でと

りあえず一度また見直しを図ってまいり

たいと思いますけれども、やはり国が今

後、利用者等あるいは自治体等からの要

望を踏まえて、どういった形で対応して

くるかわかりませんけれども、基本的に

は、やはり自治体として、もし今の制度

が変わらないというもとでは、市として

の一定の努力もしていかなければならな

いだろうというふうに思う中では、やは

り経過措置的な考え方ではなくて、やは

り市としての一定の責任を明確にして、

ここまでは市として、やはり国と都道府

県、市の責任分担の中で取り組んでいく

ということをやはり明確にする必要があ

るんではないかなと。

　そういう意味では、先ほど、委員自身

おっしゃってましたように、介護給付や

補装具等につきましては、基本的には国

制度、地域生活支援事業については市町

村制度ということで、本来、財政的負担

も含めまして、国が責任を持つべきとこ

ろにつきましても、市としまして、やは

り利用者のことを考えまして、一定の負

担が大きくならないような形での今回の

軽減措置を設けたことでございますので、

そのあたりにつきましてご理解をいただ

き、市といたしましても、引き続き、今

おっしゃっておりますような障害者福祉

計画等の理念を実現できるように、限ら

れた財政状況の中で最大限の努力をして

まいりたいということでご理解をいただ

きたいと思います。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　どうしても見直しが３年ご

とということで、その３年の中で、各軽

減策を設けているところは、時限立法的

な形でやっていると思います。

　現に、もちろん制度そのものがいろい

ろな矛盾や問題を抱えている問題ですか

ら、それによって、結局一番重い負担に

なっていって困るのは利用者の方々だと

思うわけです。自治体として、やっぱり

一番大事なことは、制度そのものにいろ

いろな問題がある場合に、だけど、問題

があるからしょうがないと、国の改善を

待つというだけでは、それは責任を果た

していることにならないのではないかな

ということは思います。

　現に、例えば、乳幼児の医療費無料制

度、これは、国として国庫負担というの

はたしかされてなかったと思うんです。

これは、やはり子育ての支援ということ

で自治体から声が上がって、自治体独自

で軽減策を設けていく中で、国に対して

国庫負担をというような運動や要望、摂

津の議会でも国庫負担をというような意

見書も採択された経過もあると思うんで

すが、そういったものにつながってきた

と思うんです。

　今回、この自立支援の問題についても、

例えば、九州の大分市でも、厚生労働省

が出した調査書に対して、利用者の１割

負担のあり方について、もう上限額を設

けても、最初から負担ありきというのは

おかしいんじゃないかということを意見

として出されているそうです。出しなが

らも、同時に、大分市自身で国に要望し

ながら、こうしてほしいというものを、

まず自分のところで、この７月ですか、
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市独自の負担軽減措置というものを１０

月からとるということになっているとい

うことも聞いています。自治体としての

姿勢が今本当に問われている時だからこ

そ、もちろん抜本的な改善をしていくと

いうのが一番大事なことです。経過措置

的な形でやるというのはちょっとおかし

いんじゃないかという、登阪参事がおっ

しゃることもわかりますけれども、しか

し、現に負担がふえている方がたくさん

いらっしゃる中で、そこを軽減していく

というふうに、経過措置であっても、急

激な負担増加を和らげる、その負担増に

よって、この新しいサービスの移行期で、

利用者の方々、家族の方々も不安に思っ

てらっしゃる中で、少しでもその不安を

軽減するという意味では、自治体が経過

措置であってもとっていくというのは大

変大事なことじゃないかなというふうに

思うんですけれども、その点、今ちょっ

といろいろお話もお伺いしたわけですけ

れども、助役として、市全体の考え方、

予算配分の問題もあるかと思いますけれ

ども、金額的に、大きな何千万、何億と

いうような予算にかかわるような問題で

はないと思うんです。目の前にある大き

な問題、非常に困難な問題、利用者にとっ

て困難な問題を少しでも軽減するための

予算というのを、もう少し拡充するとい

うようなことを考えられないのかどうか、

その辺の今のお考えを、ちょっと最後お

聞きしておきたいと思います。

○嶋野委員長　助役。

○小野助役　今、登阪参事の方が答えて

ますように、今回、補正というときに、

この１０月からの地域生活支援事業につ

いてどういうふうに考えるかということ

で、先ほど、上村委員からもありました

ように、障害の持つ一番、いろんな厳し

い方がおられとる中で、一番影響を受け

る障害をお持ちの方のところについては、

一定の市長として市政運営の中で、厳し

いと言えども、ここに目を当てたいとい

うことでやった中身がこの内容でありま

す。これは、府下的にどうかとかいうこ

とではなくて、これは市長として、これ

は、今回の費用負担については余りにも

大きいと。ここを何とか、担当の意見も

聞きながら市長が判断したということで

ありますから、その辺をご評価願いたい

と思います。

　ただ、今回の問題とあわせて、１９年

度予算の中から見ても、当然、今までか

ら地域であるとか、女性であるとか、障

害者と、ここは、森山市長としても、十

分勘案していくというふうに、我々も、

またそういうふうな形の中で取り組みを

したいと思っています。

　ただ、少し観点が変わるんですが、や

はり市民の方々から言わせますと、この

経常収支比率が１１０も上がってしまっ

た。そして、しかも、実質公債費比率は

府下トップであると。近隣の高槻にして

も茨木にしても、私どもの４分の１程度

の、高槻は７．６であったり、茨木は８．

２であったりありますし、豊能町も６．

９というふうな状況であると。実質公債

費比率１８を超えますと許可制、認可制、

いろいろな問題が出てくるということが

あります。

　したがって、こういうことの中で、市

民の皆さん方は、やはり赤字とか財政危

機になりますと、やはり何もしてくれな

いんじゃないかなというような気持ちに

もなられるでしょうし、むしろ利用者負

担増で切り抜けるのかなと。そういうサー

ビスができないのであれば、職員数をもっ

と減らしてくださいよと、こういうこと

も当然出てくると思います。私ども、１

９年度予算を組むときに、底であるとい
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うことはわかっておりました。この１７

年度が底であると。これ以上の公債費で

苦しむことはないと思いますが、ただ、

これも一つ、基本的に考えておいてもら

わなならないのは、今の現状のままの施

策でいったとしたときに、という条件の

もとでありますから、市民の皆さん方は、

この市民意識調査を見ておったんですけ

れども、やはり生活道路であるとか、中

心のまちが不満であるとか、市内道路が

不満であるとかいろいろな不満もお持ち

であります。そういったことも、当然、

市も考えながらやっていくわけでありま

すから、やはり私が基本的に思いますの

は、摂津市は、この北摂の三島地域で、

８万５，０００人の市民が、人口が減っ

ていくというようなことがあった場合に、

毎回言っておりますように、これは非常

に大きな問題になるというように思いま

す。やはり市に人気があると言いますか、

今回、私ショック受けてますのは、北摂

７市の職員共同採用試験で摂津市が一番

受験者が少なかったということがありま

す。やはりそういったことも考えますと、

市の形を、きちっとやっぱり市民の皆さ

ん方に喜んでもらえることを見せていか

なきゃならないというふうに思います。

当然、市長は障害者にも目を向けながら

やってまいります。ことしも、障害をお

持ちの方の採用予定もいたしております。

女性採用を考えてもおります。いろいろ

なところで考えておりますが、いずれに

いたしましても、今回の措置については、

市長の考え方を反映したものというふう

にお含みいただきたい。

　我々は、そういう形の中で、１９年度

に、摂津市として市民に喜んでもらえる

施策をどう打てるかということを、いま

一度議論しながら進めてまいりますので、

そういう形でもって１９年度予算に向かっ

てまいりたいということを考えておりま

す。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　最後にしますが、大変な財

政状況、今、助役の方からも、財政指標

等を紹介していただきながらお話をいた

だいたわけです。そうした中で、北摂の

７市の中でも、吹田、摂津と、総合上限

制度を設けたということ、一歩踏み込ん

でいるということについては、私も十分

評価をしております。

　ただ、先ほどから私申し上げていたの

は、そういった総合上限制度を設ける上

で、半期で約１５０万円、年間通して約

３００万円ぐらいだと。金額の多い、少

ないじゃないと言われるかもしれません

けれども、しかし、障害者福祉というの

は、財政が苦しいから、財政が潤ってい

るから、じゃあやりましょうか、やめと

きましょうかというような性格のもので

はないと私は思っています。これは、憲

法にも保障されている生存権、だれもが

生まれもって持っている権利、これを社

会参加をするという権利も含めて実現し

ていく。そのための一番最も基本的な部

分やなと思っています。

　そういった分野について、今、法律が

変わって、その権利の行使が非常にやり

にくくなる、もしくは非常に不安を持っ

ている人がたくさんいらっしゃるという

今の現状のもとで、もうちょっと、現に

応能から応益に負担がふえているわけで

すから、そこにもう少し軽減策を設けら

れないか。これは摂津市だけが突出して

やるということではなくて、全国の自治

体さまざまなところでも、現に踏み込ん

だ軽減策をとってきているところもある

わけですので、そういった点から、もう

少し今後の予算編成等、それから、実際

どうなのかという、利用者の方々の実態
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調査などもきちんと行って、されている

かもしれませんけれども、していただく

中で考えていただきたいということを、

ちょっと要望として申し上げておきたい

と思います。

　先ほどもお願いしましたが、例えば、

吹田市さんの例でやった場合に、４月の

実績値の中からで結構でございますので、

費用として、予算としてどのぐらいかか

るのかということをちょっと、また後か

らでも結構なんですけれども、教えてい

ただけたらなと思いますので、その点、

お願いをしておきたいと思います。

○嶋野委員長　ほかに質問ございません

か。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４分　休憩）

（午前１１時５分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　議案第５７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方の挙手を求めます。

　村上委員。

○村上委員　この議案第５７号の６ペー

ジのところなんですけれども、３の歳出

ということで、款１、総務費、項２、徴

収費、目１、賦課徴収費ということで、

節１２の役務費のこの通信運搬費という

ことなんですけれども、これは、制度改

正の周知するという説明を聞いたように

思うんですけれども、この内容について

お答えを願いたいというふうに思います。

○嶋野委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　今回、補正をお願

いしております賦課徴収費の役務費の増

額についてでございますが、これは、平

成１８年４月に介護保険制度が改正され

まして、また、保険料の改定ということ

もございました。この周知を充実しよう

ということで、通常の年と比べて、保険

料決定通知時の通知内容や郵送方法等を

変更したいということによるものです。

　当初予算の範囲内で何とか努力をと考

えておったわけなんですが、この４月の

仮算定の通知と７月の本算定の通知時に、

通常の年よりも充実した形を図りました

ところ、下半期の執行予定を勘案します

と、この４０万円の不足が見込まれると

いうことで、今回の補正をお願いするも

のであります。

　具体的にどのような充実を図ったかと

いう内容でございますけれども、通常の

年につきましては、４月の仮算定のとき

には、普通徴収の方については封書で決

定通知や納付書のほか啓発の文書を同封

して郵送しておりますが、特別徴収、い

わゆる年金からの天引きの方については、

これ、通常、前年度の本算定の額がその

まま仮徴収の額ということになるために、

郵送は行っておりませんでした。７月の

本算定時については、普通徴収の方には

４月の仮算定と同様に、啓発の文書等を

封書で同封しておるんですが、特別徴収

の方には、はがき形式の決定通知のみと

いうことにさせていただいていました。

　ただ、今年度は、制度改正と保険料の

改定ということで、前年度から広報紙等

で十分周知を図ったり、出前講座等で周

知を図ってきたんですけれども、やはり

４月に入って、もう少し周知が必要であ

ろうという判断の中で、４月、７月、い

ずれも、特別徴収、普通徴収、両方の方

に、封書で、説明の文書も加えてお送り

したという形で、当初予算の範囲内でお

さまらないということになりましたので、

補正をお願いしております。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　当初予算におさまらなかっ

－�16�－



たということなんですけれども、これ、

要は郵送の人数がふえたのか、その内容

の、資料の単価が上がったのか、それだ

けちょっとお聞きしたいというふうに思

います。

○嶋野委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　人数ということで

はなくて、先ほど言いましたように、普

通徴収の方のみ封書だったのが、特別徴

収の方もはがきから封書に、あるいは４

月はなかったものが、封書で説明文書も

加えてお送りしたということで、郵送の

単価が上がったということでございます。

○嶋野委員長　ほかにございませんでしょ

うか。

　安藤委員。

○安藤委員　１点お聞きしたいと思いま

す。

　９ページの公債費、２，４８３万６，

０００円減額ということです。平成１７

年度の決算の方にもありますが、安定化

基金からの借り入れが１億４４万５，０

００円から２，５９０万円、約４分の１

に減ったということで、３年間で返還し

ていくこの償還金、公債費が、これも同

じように大幅に減ったということだと思

います。

　この安定化基金からの借り入れという

のは、１号保険料を財源にするという説

明も受けてまいりました。３月の予算の

論議の中でも、約１億円ほどの安定化基

金からの借り入れによって、保険料に対

して２００円引き上げる圧力がかかるよ

と。ただ、いろいろ不確定な要素もあり

ますから、調整交付金の率も、実際あけ

てみると、１．８が１．２とか３とか、

非常に低いものになっていく可能性もあ

るので、この点、保険料に直接影響する

ものかどうかということも、はっきりと

いうようなご答弁はなかったかと思って

ますが、今回、約４分の１ほどに安定化

基金からの借り入れが減って、公債費も

４分の１ほどに減ります。全体の介護保

険の会計総額から比べると、どのぐらい

の割合占めるか、この数字見ればわかる

んですけれども、この保険料に対する影

響額。それから、そもそも安定化基金か

らの借り入れ、１億円借りなきゃいけな

いよということでの保険料の算定でもあっ

たわけですから、４分の１に減ったとい

うことは、その辺の経過ですね、どういっ

たものがあるか、ちょっとお聞かせをい

ただきたいと思います。

○嶋野委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　安定化基金の減額

についてというご質問です。

　まず、この財政安定化基金の借入金の

算定根拠となったのが、１７年度当初に

見込みました、１７年度の給付費の見込

みということなんですが、当初、２７億

８，０００万円ほどの給付に対して、法

定負担分、国庫、府費、一般会計あるい

は支払い基金等の法定負担分２１億７，

０００万円ほど。それと、保険料の収入

４億９，０００万円ほど。それから、準

備基金として１７年度に繰り入れること

ができる２，２００万円を差し引いた不

足額を基本といたしまして、若干の余裕

を見て、１億４４万５，０００円を借り

入れるものということでの想定で当初予

算を計上させていただきました。

　その後、給付費の見込みを精査しまし

たことや、それから、本市だけでなく、

大阪府内でも、４１の保険者中、約６割

の保険者で財源が不足するというような

こともありましたことから、大阪府とも

調整を行う中で、本市は、この借入金の

ほかに交付金が１，３５８万５，０００

円、そして、この借入金については２，

５９３万５，０００円ということで算定
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されました。これ、決定が３月２７日付

だったかと思います。

　この財政安定化基金の借入金について

は、この３期事業計画期間、１８年度か

ら２０年度の３年間で、無利息ですので、

元金均等に償還することとされておりま

す。これに伴いまして、当初１億４４万

５，０００円の借入金に対しまして、毎

年３，３４８万１，０００円を償還する

予算計上でしたが、今回、この額の確定

に伴いまして、要は２，５９３万５，０

００円の３年償還ですので、１８年度に

つきましては８６４万５，０００円とい

うことで、今年度、２，４８３万６，０

００円の減額補正をさせていただいてい

るものでございます。

　それで、次に、保険料への影響という

ことになりますが、この償還金の財源は、

すべて１号被保険者の保険料ということ

で、償還金が減額になると保険料も少な

くて済むんじゃないか、あるいはその分

が黒字になるんじゃないかということな

んですが、これも、先ほど、安藤委員の

方からもありましたように、調整交付金

との関係で、ほとんど影響がないという

ことで、その点についてご説明させてい

ただきますと、まず、償還金の予定額１

億４４万５，０００円に対する保険料へ

の影響額は、月額にして一人約２００円

ということでありました。これに対して、

償還金の決定額２，５９３万５，０００

円に対する保険料への影響ということに

なりますと、約５２円程度ということで

ございます。これだけを比較しますと、

２００円と５２円の差ですので、１５０

円ぐらいが余分になるということになる

わけなんですが、この１８年度、国庫、

府費、あるいは支払基金への返還金に１

７年度決算を打ちますと、２，８００万

円ほどの不足が生じております。これは、

１８年度、単年度で返還することになり

ますので、これも、同じくこの３期の保

険料が財源となります。これについて、

２，８００万円について、一人当たりの

保険料の影響額が約５６円ということに

なりますので、先ほどの１５０円ほどか

ら、さらに５０円の影響ということで、

約１００円程度の影響が出てきておりま

す。

　しかしながら、先ほど言いました調整

交付金について、これはまだ現段階では

決定はしておりませんので、今回補正に

は上げておりませんが、当初、予算編成

時においては、第３期事業計画期間の３

年間で、保険給付費の約１．８２％に相

当します１億６，０００万円ほどの調整

交付金を見込んで保険料を算定しており

ますが、その後の数字の精査等で、１．

２６％前後になるのではないかというこ

とが考えられます。

　仮に、この３年平均で調整交付金が１．

２６％だったとしますと、歳入額として

は１億１，２００万円ほどになりますの

で、当初の見込みから約５，０００万円

ほどの減ということになります。この５，

０００万円に対する保険料への影響額と

いうのは、一人当たり、月額約１００円

ということで、２００円、５０円、５０

円、１００円ということで、ほぼ３年間

では相殺されるんだというふうに現時点

では考えております。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　パズルのようにぴたっとこ

うはまる計算で、すごいなと思ってるん

ですけれども。

　この大阪府の方と調整をされて、この

金額になりました。その前に、１７年度

の給付費であるとか確定していく中で精

査されていって、金額の方が、不足額が

決定してくるというお話なんですけれど

－�18�－



も、現実的に、実際に足らなくなるお金

と、それから、大阪府の方とで調整して

削られちゃったお金というのがあるのか

なと思うんですよ。その点はどんなふう

になってるんですか。

　それだけちょっとお聞かせください。

○嶋野委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　これは結果的にと

いう話になるんですけれども、実際に足

らなかったのが５，４００万円ほどの不

足が生じたということになります。その

うち、２，５９３万５，０００円につい

ては借り入れることができて、３年間で

償還と。それから、借りることができな

かった２，８００万円については１８年

度に単年度で返還するという形になりま

す。

○嶋野委員長　ほか、ございませんでしょ

うか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２０分　休憩）

（午前１１時２１分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　議案第６２号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　村上委員。

○村上委員　この議案第６２号で、健康

保険法等及び児童福祉法の改正に伴って、

本条例を改正しますということなんです

けれども、例えば、第３条第１項中の、

特定療養費を保険外併用療養費に改める。

こういう形で、言葉は変わっていて、逆

に言えばわかりやすくなったのかなとい

う感じがするんですけれども、例えば、

この条例の改正に伴って、何か市民の方

が影響受けるということがあれば、ちょっ

とお聞きしたいというふうに思います。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　この条例改正に

伴いまして、市民の方が影響を受けるか

ということでございますけれども、老人

医療費の助成に関する条例のところで、

健康保険法等の改正によりまして、療養

病床に入院時の生活療養費が創設された

ことによりまして、これまで療養病院等

におきましては、いわゆる入院時に食事

の食材料費だけの負担でございましたが、

これは、介護保険制度とあわせまして、

特別養護老人ホーム等と同様に、食事の

食材料費のほかに、いわゆる食事をつく

るためのコスト、プラス光熱費等のホテ

ルコストと言っていいんでしょうか、そ

ういった居住的なサービスに対する負担

がふえたということでございます。

　実際に利用者負担がふえるということ

では、その分かなと思います。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　ありがとうございます。

　市民が利用するに当たって特段ふえる

ことはないということで安心はしたんで

す。こういう形でわかりやすい言葉に表

現を直すということも、これからちょっ

と必要ではないのかなというふうに思い

ます。

○嶋野委員長　ほかに質問のある方、ご

ざいませんでしょうか。

　安藤委員。

○安藤委員　今回、健康保険法の方とか

医療保険法、国の方が法律をかえたとい

うことでした。今ご説明ありましたよう

に、長期の高齢者の入院患者さんの長期

療養でのホテルコスト、居住費であると

か、それから、食事代の新たな負担とか

ということで、新しい負担が、新しい概

念ですか、混合診療の拡大ということに

かかわるものだというふうに思います。

　今回は、そういった法律がかわったこ

とに対して、患者さんが負担している負
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担の中から、一部負担金、医療費の助成

をするという摂津市の条例をかえるもの

だというふうに思うわけですけれども。

　今回、この混合診療の拡大によって保

険給付から外れたものについて、この助

成制度というのはカバーできるのかどう

か、基本的な話なんですけれども、それ

をちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　保険給付から外

れた分につきましては助成できないとい

うことで、よろしくお願いいたします。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　この条例は、法律がかわっ

たということで、今まで使われていた言

葉がかわって、それを整理するというこ

とではありますけれども、それだけにと

どまらない重大ないろいろな問題も含ん

でいるのかなというふうに思います。

　ただ、この医療費の助成制度、条例、

文言をかえなければ、保険給付のできる

保険外併用療養費が一部助成の対象には

ならないという理解でいいのかどうかと

いうのが１点。

　もう一つは、こういった国の方の法律

によって変わってきた制度、混合診療の

拡大もしくは食事代の全額負担であると

か、ホテルコストの負担がふえてきて、

保険給付外の部分が患者さんにぼんとふ

えてくると。そういったところについて

までは概念が変わってしまったわけだか

ら、患者さんの負担としてふえるという

ような理解でいいんですか。

　その２点だけ、ちょっと確認の意味で

お願いします。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　１点目につきま

しては、先ほど申し上げましたように、

保険給付外の部分につきましては対象外

ということで、確かに利用者負担の問題

はあるかと思いますけれども、老人医療

費助成制度等の中では、やはり今委員おっ

しゃいましたように、それをその助成対

象としていくという考え方については難

しいのかなと。また、これは必要性があ

れば違った形での対応になるんではない

かなというふうな認識はあります。

○嶋野委員長　ほか、よろしかったでしょ

うか。

　以上で質疑は終わります。

　暫時休憩いたします。

（午前１１時２７分　休憩）

（午前１１時２８分　再開）

○嶋野委員長　それでは、再開いたしま

す。

　議案第６３号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　質疑のある方、挙手を求めます。

　安藤委員。

○安藤委員　議案第６３号ですね、自立

支援法の施行に伴って、各サービス施設

が新法の方に移行するということでの改

正でありますけれども、本会議の方でも、

改正点をまとめてご説明をいただいたわ

けですが、３点あったかと思います。

　一つは、１０月から、先ほどからもご

説明いただいておりますように、障害者

自立支援法の本格的な稼働ということで、

居宅のサービスに続いて施設のサービス

も移行していくと。

　二つ目としたら、現行のデイサービス

が、今までの体系から地域生活支援事業

の方に移行していくというようなこと。

　三つ目として、障害児通園施設につい

ての今までの措置から契約の方にすると

いうような、この３点が基本的なところ

だというふうに理解しておりますが、ちょっ

と改めて、それでよろしいのかどうか、
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確認と補足をしていただきたいと思いま

す。

　それから、デイサービスについて、生

活支援事業の方に移っていくということ

での、ちょっとその考え方、それもあわ

せてお願いしたいです。これ、介護給付・

訓練等給付にとどまるのであれば、当然、

国や府の補助金のもとで継続していくこ

とができるんでしょうけれども、地域生

活支援事業に移った場合の補助金、先ほ

どからのお話のとおり、非常に小さい額

の中で、市として頑張っていかなければ

いけない問題だと思うんですけれども、

その点の継続の問題も含めて、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　今回の、ふれあ

いの里条例等の一部改正につきましては、

先日の本会議での説明でも申し上げまし

たように、今、安藤委員ご指摘の３点に

わたる部分が改正の主な内容でございま

す。

　１点目につきましては、これまで、知

的障害者福祉法に基づいて実施してまい

りました市立のはばたき園、ひびき園、

みきの路の施設訓練等支援ということで、

施設にかかわる事業につきまして、１０

月から障害者自立支援に基づく事業とし

て実施することでございます。事業の中

身につきましては、５年間の経過措置で

ございますので、当面、１０月からにつ

きましては、事業内容については変更は

ございません。

　それから、２点目につきましては、児

童を除きます知的障害の方と身体障害者

の方を対象としました障害者デイサービ

スにつきまして、もうデイサービスとい

う概念そのものがなくなりまして、１０

月から新たなサービス体系に移行しなけ

ればならないということになっておりま

す。具体的には、みきの路で実施してお

ります知的障害者のデイサービスについ

ては、訓練等給付の介護給付、生活介護

の方へ移行してまいりたいというふうに

考えております。

　それから、ふれあいの里の身体障害者

福祉センターで実施しております身体障

害者デイサービスにつきましては、生活

介護の最低定員が２０名以上となってお

りまして、現行では、少し生活介護の方

に移行することが難しいということで、

とりあえず、１０月からは地域生活支援

事業の中で障害者デイサービス事業とし

て実施してまいりたいというふうに考え

ております。

　それから、３点目につきましては、こ

れまで措置制度で実施してまいりました

市立障害児童センターの障害児通園施設、

市立つくし園と申しておりますが、この

部分が、１０月から、施設との契約によ

る利用制度に移行することになっており

ます。これに伴いまして、原則１割負担

が導入されます。なお、知的障害児の通

園施設の事業は、引き続き児童福祉法に

基づいておりまして、事業主体につきま

しても、現行どおり都道府県、本市の場

合では大阪府となっております。

　なお、今、デイサービスの移行の形態

といたしまして、介護給付の生活介護と

いうのがございまして、常時介護が必要

な障害のある方でありまして、障害程度

区分が３、あわせて施設入所支援を利用

する場合は区分４以上の方が対象という

ふうになっております。主に、食事、入

浴、排せつ等の介護、日常生活上の支援

や軽作業の生産活動や創作的活動の機会

の提供などを実施してまいります。

　みきの路につきましても、今、現行の

デイサービスの定員は１５名でございま

すが、ここは、いわゆる入所施設の方が
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定員３０名でございまして、入所施設も

あわせて、今後、生活介護の方へ移行を

考えておりますので、それを合わせます

と、定員２０名以上というのがクリアで

きますので、生活介護の方へ移行できる

わけでございますが、先ほど申し上げま

したように、ふれあいの里の方の身体障

害者のデイサービスにつきましては、現

行では少し困難と思われますので、とり

あえずは、地域生活支援事業を実施して

まいります。

　また、先ほどの補正予算のご質問にも

ございましたように、地域生活支援事業

につきましては、財政的に非常に厳しい

状況がございますが、やはり実際にサー

ビスを利用されている方がいらっしゃる

わけでございますので、引き続き現行の

サービスにつきましては水準を維持して

まいりたいというふうに考えております。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　繰り返しになりますので、

あと一回にしますが。

　今、お話いただきましたように、現行

水準を落とさないような形でぜひお願い

したいと思います。

　それから、つくし園ですね、障害児通

園施設の方については、今までの措置か

ら新たに契約制度ということで、これ、

利用料はこの１０月から１割負担という

ふうな形になるんでしょうか。今までの

大事な施設として利用されてきた方々の、

先ほどからの理論、焼き直しになってし

まいますけれども、１割負担となること

で、負担がふえてくるということでの実

態の調査であるとか、そういう軽減策、

これも、先ほどの総合上限制度の中に組

み込まれていくものだと思いますけれど

も、それについても、現状の利用者の方

の実態調査をぜひしていただいて、費用

負担、どのぐらい上がるのかということ

も把握をしていただくことが大事だと思

いますので、その点についても、よろし

くお願いをしておきたいと思います。

　要望にしておきます。

○嶋野委員長　つくし園の、いつから１

割負担なのかということは、これは質問

でよろしいですか。

○安藤委員　違っていれば答弁していた

だければいいんです。

○嶋野委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　１０月からです。

○嶋野委員長　それじゃあもうよろしい

ですか。

○安藤委員　はい。

○嶋野委員長　わかりました。

　ほか、ございませんでしょうか。

　以上で質疑は終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３６分　休憩）

（午前１１時３７分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　議案第６５号及び議案第６６号の審査

を行います。

　本２件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。

　質疑ございますでしょうか。

　村上委員。

○村上委員　議案第６５号の２ページの

ところなんですけれども、歳入のところ

で、款６、共同事業交付金、項１、共同

事業交付金ということで、今回補正とい

うことで、３億８，２２８万１，０００

円ということが計上されておりまして、

歳出でも、款４、共同事業拠出金、項１、

共同事業拠出金ということで、同じ額が

補正されております。これは、国保連合

会からの歳入と、連合会への拠出という

ことをちょっとお聞きしておったんです

けれども、この金額の算定の考え方をちょっ

とお聞きしたいというふうに思います。

－�22�－



○嶋野委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　保険財政安定化事

業が、この平成１８年の１０月から実施

されることに伴う、今回補正ということ

でお願いしておるわけですが、算定の根

拠ということのご質問ということですが、

まず、この保険財政共同安定化事業と申

しますのは、１レセプトにつき３０万円

以上の医療費が対象になる保険者の再保

険事業というものですが、今回の拠出金

の算定の根拠ですが、拠出金の２分の１

に当たる部分につきましては、過去３年

間の３０万円以上の医療費のかかってい

る額が、府下でどのぐらいになっている

かという数字で按分された部分が２分の

１と、残り２分の１につきましては、平

成１６年度の各月末の一般被保険者の人

数、これも同様に、府下の市町村の合計

された被保険者数における按分によって

２分の１の分ということで、医療費に係

る部分と被保険者数に係る部分によって

拠出金が算定されているという形になり

ます。

　あと、交付金の算定につきましては、

この事業がこの１８年の１０月からの実

施ということで、交付金の対象になるの

が３０万円を超えるレセプトが対象にな

るということで、正直、これからの事業

ということで、交付額につきましては、

実績で交付されますので、きっちりした

額というのは、正直申し上げてちょっと

出ないかなと。ただ、過去３年間の医療

費の実績で按分されているということか

ら推測して、恐らく拠出する額とほぼ同

額が交付されるのではないかなという見

込みで、今回、補正の方、お願いさせて

もらってます。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　これは、国保財政の安定化

に向けての１０月からの新しい制度だと

いうようにお聞きしました。

　この８０万円以上の医療費がかかった

保険者のところに対して、こういう今ま

で交付金というのがありましたというこ

とで、また、今回は新たに３０万円以上

の分についての制度ということで、先ほ

ど、２分の１が、過去３年間の按分の分

だと。残りの２分の１が被保険者の数で

いっているということでございました。

これも、本当に、国保財政の安定化に向

けて、やっぱり必要な制度だというふう

に思いますので、今後、しっかりとまた、

中身を見定めていただいて、本当にしっ

かりとした安定化の国保の運営というこ

とで、よろしくお願いしたいと思います。

○嶋野委員長　ほかに質問、ございます

でしょうか。

　上村委員。

○上村委員　今、村上委員の質問で答え

があったんですけれども、一つ、拠出金

の根拠は自信があるということで答弁が

あって、交付金について、多分この額が

交付されてくるだろうという答弁だとい

うふうに理解していますけれども、私も、

非常にこの交付金ということは、ほんま

に金が入ってくるかというのが心配とい

うか。いつも国の制度がころころ変わる

というか、その時々によって変わるとい

うことが非常に危惧されるんで、非常に

そこのところが心配なんですけれども。

　最初に戻って、この交付金、保険財政

共同安定化事業というものが、その目的

が、もう一度、摂津市の国保会計にとっ

てどうなのかということ、ちょっと理解

まだできてませんので、もう一度説明を

お願いします。

○嶋野委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　保険財政共同安定

化事業が創設された目的はというご質問

ですが、保険財政共同安定化事業につき
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ましては、先ほどもありましたが、都道

府県内の市町村国保の財政の安定化を図

るというのがまず１点あるんですが、こ

の財政の安定化を図るという中身ですが、

今回、３０万円以上の医療費について、

保険財政共同安定化という中身ですが、

それ以前に、従前から高額医療費の共同

事業というのがございます。中身的には

同様で、支払う保険者で、高額ないしこ

の３０万円以上の医療費の件数が多く発

生したという場合に、当然、その保険給

付に要する財源というのもかなりの財源

を要してくるという中で、そのリスク分

散といいますか、市町村の保険者が一定

の拠出金を出した中で、結局医療費がか

かった実績に応じて交付、配分されると

いう形になり、多額の保険給付に対する

リスク軽減という、財政の安定化という

のが一つの目的と。

　もう一つは、同様に、この事業につい

ては、市から拠出金を出すわけですが、

各市町村国保の保険料の平準化というの

も、将来的には視野に見据えられている

のかなという２点が、この創設の趣旨と

いうふうに受けとめております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　わかりにくくて、私も理解

しにくいんですけれども、医療費はこれ

からも伸び続けるということで、高齢化

社会ということでは、これは避けて通れ

ないということで、ほんの近い将来にも

う倍とかいう医療費が見えてくるという

ことで、日本の人口構造的に、高齢者、

我々も近いんですけれども、その団塊の

世代も含めて、これから高齢化社会に入っ

ていくということで、増加一方というこ

とであります。

　一方で、メタボリックシンドローム的

な症候群ということで、医療にお世話に

なる人がふえていくということで、ます

ますこの医療費というものが国全体でふ

えていくということで、そういう関係で、

今回、国民健康保険法等々も改正された、

社会保障をどうするかということでは、

年金と相敵するぐらいの非常に重要な課

題ということで、その一端が、今回のこ

の条例改正ということでできたんじゃな

いかなと思ってます。

　この医療費が永久に伸びるということ

はないと。ある時点にいくと下がってい

くというふうに思いますけれども、しか

し、５０年後には、多分、高齢者も減っ

ていくでしょうし、日本の人口全体が減っ

ていきますので、ただ、若い世代は、そ

の分の負担を強いられるということにつ

ながっていくということですし、一方で、

この高度医療というか、高い医療費のか

かるこの高度的な医療も多分ふえてくる

し、それが延命化ということで、人間の

寿命を延ばしていくということでは、非

常に人は減っても、やっぱり医療費とい

うことではなかなか下がりにくいんじゃ

ないかなと思ってます。

　我々の子ども時代には、食べることに

四苦八苦というか、それだけに、とりあ

えず食べるもんさえ見つければ、見つけ

るというか、そういうふうに生活をして

いたんですけれども、現在は長生きとい

うか、長寿ということに対して、非常に

人間の欲というものが、常にずっと探求

して、結果的には世界一の長寿国に日本

がなって、そして、膨大なこの医療費と

もセットでいくということでは、日本の

社会保障制度そのものが、日本人がつく

り出したことであって、これから日本人

が解決していかなければならない課題と

いうことでは、その一端がここにあるん

ではないかなと思ってます。

　摂津の国保財政も非常に厳しい。大阪

府下の中でも非常に厳しい財政状況であ
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るというふうな私も認識してますし、そ

の中で、この保険財政共同安定化事業と

いうものが、摂津市の財政安定化、ひい

ては、先ほど、若干触れてましたけれど

も、大阪府統一の国保会計みたいなこと

も視野に入れた医療制度改革も今進んで

ますので、そういった意味では、そのは

しりかなということでの理解をしてます

けれども、そういった思いもあって、私

は、今回の議案第６５号、６６号という

ことでは、賛成をしておきますけれども、

しかし、やはり国保の財政安定化という

ことでは、摂津市の国保財政ということ、

まだまだ課題がたくさんありますので、

これはまた今後の委員会の中で意見を申

していきますけれども、今回の議案第６

５号、６６号ということでは賛成という

ことにしたいと思います。

○嶋野委員長　ほか、ございますでしょ

うか。

　柴田委員。

○柴田委員　今、お二人からも質問され

たんですけれども、私も、この共同安定

化事業ということで拠出金も出される、

これは、やっぱり今日まで歩んでこられ

た国保のいろいろなあり方の中から、ど

こかでやっぱり線引きをして、見直して

いかないかんということだろうと思うん

ですが、このことによって、今、上村委

員がおっしゃったけど、一般財源の方へ

の大きな負荷ということにもなるのかな

というふうに思うんですが、率直に言う

て、このことをやってもらうことによっ

て、国保というのは、かなり今後やっぱ

り安定したものにいけるというふうに、

うちの行政としても考えられるのかどう

か。この事業、本当に、何かほかにある

のかなというようなことすら少し考える

んですが。

　それと、もう一つは、やっぱりうちの

国保の中で、いつも、他市も一緒ですが、

やっぱり国保料の徴収というのが、非常

に８０パーセント台ですか、これがやっ

ぱり大きな国保財源を圧迫しているとい

う。これは、過去に、僕、一度お尋ねし

たんですが、今、国民健康保険を、税じゃ

なしに、国民健康保険料で徴収されてお

るんですが、もう少しやっぱり市民全体

がこのことに、市民の国保利用者が認識

を新たにする、将来、税というような考

え方も含めて移行していくというような

ことで、抜本的にやっぱり徴収率のアッ

プというようなことも考えていかなけれ

ばならない時期に来ているのではないか

と。これは以前に少し尋ねたのですが、

うちはその制度を取り入れていきたいと

いうことになるか、ならないか別にして、

府下でも幾つかのまちがそういう方法を

とっておられるというようなこともあり

ますから、その辺も含めて、一度聞かせ

ていただいたらと思います。

○嶋野委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目の、

保険財政共同安定化事業によって国保の

財政が安定化に向かうのかどうかという

ご質問ですが、先ほどから申しますよう

に、３０万円以上の医療費が多くかかっ

た場合、保険財政を当然圧迫する要因に

なるかなと。逆に、多くかかるというこ

とは、それだけこの共同安定化事業での

交付金、戻りが多くなってくると。仮に、

３０万円以上の医療費が少なかったとい

う場合には、戻ってくる割合というのは、

交付としては減ってくるかなという面は

ございますが、保険給付を考えていくと、

やっぱり件数がふえたときに、交付金で

その負担を抑えていけるというのは、将

来的にはやっぱり安定の方向に向かって

いくのかなというふうには考えます。

　２点目の、国保料と国保税の考え方で、
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収納率等の関係とかもあります。委員ご

指摘のとおり、当然、料でいきますと、

今、請求権の時効が２年と。税となりま

すと５年間の時効の範囲があるという中

では、徴収に関しては、じっくりという

のがいいのかどうかあれなんですが、回

収の方向にも力を入れていけるのかなと

いう面も１点あろうかなと。

　おっしゃっている中で、大阪府下の３

３市の中で、今、税方式をとっているの

が２市で、ほかの市が料という方法で、

摂津市を含めてやっておるわけですが、

このあたりも、なぜ料が多いとか、都市

部においては、比較的料を使っていると

ころが多いんですが、このあたり、もう

少し、やっぱり私どもも研究していく必

要があるのかなと思っております。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　もう要望だけということで、

考え方だけ述べておきます。

　さっき言われたように、そういうこと

で拠出金を出して、今後、この推移はも

う少し見てみないと、今回の議案第６６

号の条例改正に伴う内容というのはわか

らないと思うんですが、ともかく、もう

抜本的に、国保というもののあり方を、

もう単純な行政だけじゃなしに、例えば、

大阪府下一円とか近畿一円とかというよ

うなことも含めた一元化も考えていかな

いかんというようなこともあると思うん

です。過去に、国保を大きく圧迫してる

のは何なんだということで、老人の医療

費がごっついんだと。こいつをやっぱり

線引きせないかんと言うて線引きしてみ

たけれども、結果的に来る量は、事務が

二つになって、ひどい量になってきてい

るというようなこともあって、そうかと

言うて、一方ではやっぱり国民の健康、

医療というものを、やっぱり我々が安心

して受けられるという体制の、一番弱者

の部分に国保があるということは、もう

十分認識するわけですから、その辺も含

めて、今後のやっぱりこういう健康を守

り、生命を守っていく、そして、高齢者

なり障害者を守っていくという中でのこ

の国民健康保険のあり方というのは、当

然、国民の課題として考えていかなきゃ

ならん問題だというふうに思います。

　先般の、老人保健の医療費の中で、一

人年間９０万円ぐらい要ってるんだとい

うようなことで、ある人に言うたら、お

れ何ぼも使てへんがと、９０万円平均要っ

てる言うたら、だれが使うとんねんと、

こんな話にもなるわけですが。しかし、

現実としてそれぐらいのお金が要ってる。

５０数億の予算が組まれてるというのも

事実なんです。

　その中で、また一つは、この料金の回

収が非常に年々悪くなってきている。こ

れは、社会状況の反映というか、そのこ

とも含めて、なかなかやっぱり今の格差

社会が出てきて、非常にそれについてい

けないという社会的な原因だってあると

いうふうには思います。しかし、一方で

は、それを短絡に税で取ったらいいがな

ということが完全にふさわしいのか、理

想的なのかというのは、大都市圏ではほ

とんどが料でとってると。地方では税と

いうのが多いという。これは今後考えて

いかれるべきで、一つは、事務のやっぱ

り簡素化等、徴収するのに、今二重構造

になってるのに、一本化できるとか、い

ろいろなことを含めて、メリットという

のもあるんではないかというふうに思い

ますが、その辺も含めて、今後十分検討

していただきたいということで、またこ

れから機会があれば、その推移等をお聞

かせしていただくということもあろうか

と思いますが、そういう要望をしておい

て、僕の質問を終わります。
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○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　先ほどからも議論が続いて

るんですが、保険財政共同安定化事業で、

拠出金と交付金との関係、先ほどからも

ご説明をいただいてたんですけれども、

拠出金は、これまでの実績からの算定に

基づいて拠出していくと。交付金につい

ては実績によって支払っていくと。そう

すると、極端な話、今後、３０万円から

８０万円の間の、レセプト１件当たり、

それが全くなければ、交付金はゼロになっ

てしまう。その辺、ちょっと拠出金と交

付金との関係、保険のようなものだとい

うようなお話でありましたから、拠出金

よりもオーバーした実績があれば、それ

はオーバーした部分が来るというような

理解をしているんですけれども、足りな

かったか、拠出金よりも範囲内でおさまっ

ているというような場合についての、そ

の交付金のあり方ですね。その点、ちょっ

と説明をしていただけたらなと思います。

　それから、先ほども、老人医療助成の

方の条例の方でもちょっとお伺いしたん

ですけれども、議案第６６号の方で、今

回も健康保険法の改定によって条文も変

わります。文言が、特定療養費というも

のから入院時生活療養費や保険外併用療

養費になるというような文言になってく

ると。言葉が変わるだけでなくて、混合

診療の大幅な拡大になってくるというこ

とも先ほど申し上げましたけれども、医

療法の改定によって、今後、後期高齢者

の方々の負担割合が２割から３割に、こ

の１０月からですかね、上がってきます

し、来年１月になりますと、７０歳から

７４歳の方の医療費の負担割合が１割か

ら２割と、また二倍になっていくと。そ

ういうような流れがある中のもので、市

民にとって、これは負担が大きくなるの

ではないかということで、非常に危惧し

ているわけです。

　そういった観点から確認をさせていた

だきたいんですが、先ほども言いました

ように、混合診療が拡大されるわけです

ので、今まで保険できいていたものが保

険がきかなくなるというようなこと。よ

く、国民健康保険の窓口の方に相談に来

られる方の中で、非常に生活困難な中で、

医療費の支払いが難しいということで、

高額療養費の申請に来られる方、それか

ら、一部負担金の減免を申請に来られる

方がいらっしゃると思います。お医者さ

んからいただいた請求書を見ますと、合

計で高額療養費に十分当てはまるかなと

思って窓口へ来ますと、保険給付の部分

というのはその半分ぐらいで、ほとんど

の残りの半分は保険のきかない差額ベッ

ド代であるとか食事代であって、高額療

養費に当てはまらなかったと。一部負担

金減免されても、負担がかなり大きいな

ものが残っているというような事態がよ

くよくあると思うんです。

　今回のこの条例改定によって、もちろ

ん法律改定に伴っての条例改定でありま

すから、直接、摂津市の国保年金課に責

任のある話でないかもしれませんけれど

も、その辺の保険外で高額療養費の対象

になる分野、それから、一部負担の減免

の対象になる分野というのが、間違いな

く縮小されるものなのかどうか。それ、

ちょっと確認でお聞かせをいただきたい

と思います。

　今回の負担増によっての患者負担、直

接、国保の会計の中であらわれてこない

ものかもしれませんけれども、どのよう

な実態を予想されているのか。もしくは、

今後、その実態調査をしていくという考

えがあるのかどうか。老健の方にもかか

わる問題かもしれませんけれども、それ

についてもちょっとお聞かせをいただき
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たいと思います。

　それから、もう一つは、保険外の部分

が拡大するということで、基礎賦課総額

ですか、保険料を計算するもとになる基

礎賦課額というのは縮小するというふう

に思うわけですけれども、その点はどう

なるか。それもちょっとお聞かせくださ

い。

○嶋野委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、保険財政共

同安定化事業において、３０万円以上の

医療費が仮に全くなかった場合どうなる

のかというご質問だったかと思います。

　基本的な制度は、じゃあ３０万円以上

の医療があった場合には交付金が交付さ

れるという形にはなっておりますが、拠

出金と交付金の関係の一定割合というこ

とで、３パーセントを超えた場合、今、

確定ちょっと聞いてませんが、３パーセ

ントを超えた場合については、その部分

については都道府県調整交付金により支

援されるという形になっております。

　次に、今回の法律の改正で、今まで委

任払いや一部負担金減免ということでき

いていた部分が、保険外の扱いになった

場合ですが、今でもそうなんですが、私

ども、基本的に、保険給付対象のもので

しか逆にできないという形になっており

ますので、その算定についても、当然、

保険給付の対象の範囲内でしか現在でき

ないかなと思っております。

　あと、基礎賦課額がこれによって縮小

されるのかという面、この部分だけをと

らえると、確かにそういう要素もあるの

かなと思われますが、基礎賦課額の算定

につきましては、国保の医療にかかわる

部分、全体で算定していくような形にな

りますので、必ず縮小するのかどうかと

いうところはちょっと断言いたしかねま

す。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　最初の安定化事業の方です

けれども、これは、３０万円から８０万

円の医療費が発生して、交付されるべき

実績値と実際交付される金額との差額が

３パーセントを超したら、その超した部

分については都道府県の交付金によって

手当されるというような理解でよろしい

んでしょうか。

　ちょっとそれは確認、よければそのと

おりですと言うていただければいいんで

すが、違ったらもう一回お願いします。

　それから、条例の方で、当然、保険外

が拡大するわけですから、保険給付以外

のものまで高額療養費ですとかカバーで

きないというのは当然のことかなと思い

ます。ということは、結局、窓口での負

担、入院された場合であるとか、窓口の

負担、それから、今後、診療の中身がど

んどんどんどん拡大していくことによっ

て、保険給付外のものがふえてきて、負

担が大きくなってくるということは間違

いないことなのかなと思っています。

　この利用者の方々の負担が、今でも医

療保険の問題というのは、国保、それか

ら社会保険にしても、国民の所得自体が

ずっと落ち込んできている中で、保険料

が払えない、それから、お医者さんにか

かれない。最近、テレビでも、ワーキン

グプアの報道もありました。働いていて

も生活できない。もしくは仕事がなくて

お医者さんにかかれない。または、九州

の方にもありましたけれども、保険料が

払えないことによって窓口に来れなくて、

保険証を持ってない。患者にもなれない

という方がふえているというような社会

問題も報道されていますけれども、ます

ますこういった、保険証を持っていても、

窓口で医療を受けるときに保険では受け

られないようなものがふえてくるという

－�28�－



ことで、非常に市民・国民にとっても厳

しい状況になってくるのかなと思います。

　そんな中で、大阪府が、ちょっと話変

わりますけれども、医療費助成制度で、

乳幼児や高齢者、それから障害者、ひと

り親の医療費助成制度で、一部負担金を

一回５００円という制度を設けたときに、

利用者の方々の負担が大きくなるという

ことの指摘があって、大阪府としても実

態調査を行って、その実態調査から、利

用者の方々の負担が非常に大きいという

ことがわかってくると。それに基づいて、

この７月からですか、一月２，５００円

という、複数の医療機関にかかっている

方にとっては、２，５００円という上限

を設けるというような制度が改善された

というようなことがあるわけで、もちろ

ん、これは国の医療保険制度の問題であ

りますから、国が基本的にはやる必要が

ある問題だと思うんですけれども、摂津

市の国保、摂津市の市民の命を預かる課

として、そういった実態の調査の把握で

すとかいうようなやる必要があるのでは

ないかなと思いますが、その点はどうお

考えでしょうか、お聞かせください。

○嶋野委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目の、

３パーセントの割合ですが、これは、交

付されるべき額というのが拠出金に相当

した額であれば、拠出金と交付金の割合

が３パーセントという一定のラインで引

かれるかなと思います。

　２点目について、現状で保険料のお支

払いが大変な方や、医療がそれによって

受けられない人などという中で、保険証

の交付、不交付も含めてですが、まず摂

津市において、保険証につきましては、

皆さんに交付させていただいていると。

　ただ、実際、保険料の徴収というのも、

保険を運営するには大切な業務ですので、

どうしてもやっぱり保険料の支払いが滞っ

ている方については、自動的に保険証交

付ということではなくて、一たん、保険

料のご相談をさせていただくという中で

保険証を交付させていただいていると。

そのような中で、実際、医療かかられて、

例えば高額に該当しないとかいうケース

についても、方法の中では、一応、一つ

の医療機関での自己負担限度額というの

は定められておりますが、多数該当と申

しまして、複数の医療機関にかかられた

り、同一世帯でかかられた場合でも、自

己負担額が２万１，０００円を超えた部

分については合算するというふうな制度

もございますので、例えば、複数の病院

で２万１，０００円は超えているけれど

も、自己負担額には達していないような

場合でも、すべて足した形で、すべてで

はなく、あくまで２万１，０００円を超

えた部分を足した形で高額の判定をさせ

てもらうとかいう形になっておりますの

で、そのあたりご理解いただきたいと思

います。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　ちょっと私お聞きしたのは、

保険証のことであるとか、保険給付の中

で減免制度のことをお聞きしたわけでは

ないんですけれども、保険給付の中でも、

負担の重さで非常に困難な方もたくさん

ふえてきている中で、今回こういった医

療法の改定によって、混合診療、保険外

給付が拡大していくということで、もち

ろん、保険者としては直接的に携わる部

分ではないのかもしれませんけれども、

摂津の市民の方々が医療にかかったとき

にかかる負担というものがふえてくるわ

けですので、市としてその辺は把握して

いく、把握する努力、保険会計の中は保

険給付の問題で、減免制度であるとかさ

まざまな措置を努力してとっていただい
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た。保険証を全部一たんとめ置きをしな

いという方針で、保険証を出してもらう

というような、いろいろな努力や工夫も

してきていただいているわけですが、今

回、保険にかからない部分が出てきてし

まった。言うなれば、非常にドライに言っ

てしまえば、保険者としては、保険から

かかわらなくなる部分ですから、そこは

もう市民と病院の方のそれぞれ契約に基

づいてやったものですから、知りません

よと言ってしまえばそれまでかもしれま

せんけれども。

　そういった法律によって生まれてきた

市民の負担について、摂津の国保年金課

としてどれだけ上がったかというところ

まで把握は、調査というのは難しいのか

もしれませんけれども、実態、どんな状

況なのか、相談に来られた方々の状況、

相談する上においても、保険外診療が上

がっているということを窓口で理解して

いるか、していないかでは相談の仕方も

変わってくるかと思うんです。

　その点の考え方をちょっと聞かせてい

ただきたいなと思ったんで、その点もちょっ

と答えられればお願いしたい。

○嶋野委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　保険外の診療部分

についてとなりますのは、私どもにレセ

プトというのが、毎月、医療費の診療報

酬の明細という形で回ってくるんですが、

あくまでも中身については保険の範囲内

のものでしか回ってきませんので、なか

なか保険外の部分がどうなっているかと

いうのは、実態を把握するというのはちょっ

と難しいかなというところです。

　高額療養費等の還付の請求、償還払い

の請求に来られたときには、どの部分が

対象になってますよという説明はさせて

いただいて、そのときに領収書を拝見さ

せてもらうことはできますが、病気の内

容とかによっても、かなりさまざまなケー

スもありますので、実態をというのは、

今の時点ではちょっと難しいのかなとい

うのが現実かと思います。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　実態は難しいということで

あれなんですけれども、混合診療の拡大

ということで、保険とは別のところがふ

えてしまって、同じ医療を受けるにして

も負担がふえてくるということは、実質

としてこれから起きてくるということは、

やっぱり国保の方の窓口としても、その

辺は把握した上での窓口の運営や国保の

運営をしていただきたいと。できるだけ

実態を、いろいろな工夫もしていただき

たいということだけ、要望として言うと

きます。

○嶋野委員長　ほか、ございませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後０時１７分　休憩）

（午後０時１９分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第５６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６２号について、可決すること
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に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後０時２０分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 嶋 野 浩 一 朗

民生常任委員  本 保 加 津 枝
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